
春日部市介護保険条例の一部を改正する条例 

春日部市介護保険条例（平成１８年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）に対応する改正前の欄の

項が存在しない場合にあっては、当該改正後の項を加える。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（保険料率等） （保険料率等） 

第12条 平成30年度から令和２年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

第12条 平成30年度から平成32年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和

２年度の各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、22,410円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る平成30年度から平成

32年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、26,890円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和元年度及び令和２年度の各年度における保険

料率について準用する。この場合において、前

項中「22,410円」とあるのは、「31,370円」と

読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和元年度及び令和２年度の各年度における保

険料率について準用する。この場合において、

第２項中「22,410円」とあるのは、「40,330円」

と読み替えるものする。 

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第１２条第２項から第４項までの規定は、

平成３１年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ 改正後の第１２条第２項から第４項までの規定は、令和元年度分の保険料から適用し、

平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。


